
　
秋
田
県
離
職
者
対
策
に
つ
い
て

【
緊
急
就
職
サ
ポ
ー
ト
事
業
】

　

県
内
に
事
業
所
を
有
す
る
企
業
が
離
職

者
等
を
雇
用
し
、研
修
を
行
っ
た
う
え
で
正

規
雇
用
す
る
場
合
に
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

【
正
規
雇
用
奨
励
事
業
】

　
事
業
主
都
合
離
職
者
の
安
定
し
た
正
規

雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、事
業
主
都
合
離

職
者
を
採
用
す
る
企
業
に
、正
規
雇
用
奨

励
金
を
支
給
し
ま
す
。

○
両
事
業
と
も
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト『
美
の
国
あ

き
た
ネ
ッ
ト
』を
ご
覧
に
な
る
か
、お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
商
工
観
光
課
商
工
労
働
係

☎
72‐
３
１
１
２

　
法
務
局
夕
方
な
ん
で
も
相
談
所
　

　
日
中
お
忙
し
い
方
の
た
め
に「
法
務
局

夕
方
な
ん
で
も
相
談
所
」を
開
設
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
６
月
27
日
（
木
）
17
時
〜
19
時

（
受
付
は
18
時
45
分
ま
で
）

場
所　
秋
田
地
方
法
務
局
大
館
支
局

相
談
内
容

①
登
記（
相
続
、売
買
、境
界
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
）

②
戸
籍・
国
籍（
婚
姻
、離
婚
な
ど
）

③
供
託（
地
代
、家
賃
、給
与
差
押
え
な
ど
）

④
人
権（
近
隣
関
係
、い
じ
め
な
ど
）

相
談
方
法　
面
接
相
談
と
電
話
相
談　
　

　
　
　
　
　
（
お
お
む
ね
30
分
程
度
）

※
事
前
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

※
相
談
は
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

　
　
秋
田
地
方
法
務
局
大
館
支
局

☎
０
１
８
６‐42‐
６
５
１
４

　
防
衛
省
・
自
衛
官
等
採
用
地
域
説
明
会

対
象　
平
成
26
年
３
月
に
高
校
、
大
学
、

短
大
、
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
を
卒
業

予
定
の
学
生
、
ま
た
は
18
歳
か
ら
27
歳
未

満
の
者
（
父
兄
等
参
加
可
能
）

【
北
秋
田
会
場
】

日
時　
７
月
15
日
（
月
）
10
時
〜
12
時

場
所　
中
央
公
民
館

※
予
約
不
要
、
入
退
場
は
自
由
で
す

　
　
自
衛
隊
秋
田
地
方
協
力
本
部
大
館
出

　
　
張
所　
☎
０
１
８
６‐

42‐
１
３
９
８

　

企
業
在
職
者
対
象
の
講
習

【
共
通
事
項
】

場
所　
鷹
巣
技
術
専
門
校

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

定
員　
10
人
（
先
着
順
）

▽
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
初
級
講
習

期
間　
６
月
10
日
（
月
）
〜
11
日
（
火
）

内
容　
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
基
本
操
作
を

習
得
し
、
簡
単
な
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
す
る

対
象
者　
企
業
在
職
者
の
方
で
、
パ
ソ
コ

ン
操
作
初
級
者

テ
キ
ス
ト
代　

１
２
６
０
円

申
込
締
切　
６
月
３
日
（
月
）

▽
ワ
ー
ド
初
級
講
習

期
間　
６
月
17
日
（
月
）
〜
18
日
（
火
）

内
容　
ワ
ー
ド
に
よ
る
文
書
作
成
、
表
の

作
成
、
長
文
作
成
サ
ポ
ー
ト
機
能
、
印
刷

手
順
を
習
得
す
る

対
象
者　
企
業
在
職
者
の
方
で
、
パ
ソ
コ

ン
操
作
初
級
者

テ
キ
ス
ト
代　

１
２
６
０
円

申
込
締
切　
６
月
10
日
（
月
）

▽
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
講
習

期
間　
６
月
27
日
（
木
）
〜
28
日
（
金
）

内
容　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ビ
ル
ダ
ー
に
よ
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
と
転
送
方
法

対
象
者　
企
業
在
職
者
の
方

テ
キ
ス
ト
代　

２
６
５
０
円

申
込
締
切　
６
月
18
日
（
火
）

　
　
　
鷹
巣
技
術
専
門
学
校☎

84̶

８
３
５
１

お
知
ら
せ

問　　財政課管財係　☎62̶6603

①南鷹巣団地･･･鷹巣字平崎上岱13-2
簡易耐火２階建２ＤＫ　月額11,200～22,000円
トイレ：汲取　給湯：無　浴室：浴槽無
②林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89-1★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額9,700～19,000円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
③田の沢団地･･･川井字五郎左エ門田の沢5-6
木造２階建４戸建２ＬＤＫ　月額19,500～38,400円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ﾕﾆｯﾄバｽ（共益費400円）
④東裏簡二団地･･･阿仁水無字畑町東裏49-1
簡易耐火２階建２ＤＫ　月額10,500～20,700円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
⑤三両団地･･･阿仁水無字寺後1-5★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額11,100～20,400円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有
⑥上新町団地･･･阿仁水無字上新町東裏4-6★
木造２階建２戸建３ＬＤＫ　月額17,500～34,300円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有
⑦諏訪岱団地･･･米内沢字諏訪岱33-1★
木造２階１戸建３ＬＤＫ　月額50,000～70,000円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ユニットバス

⑧サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51-1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ　月額41,500円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有　（共益費800円）
※★印の住宅は単身入居できません

【入居資格】

▽収入基準を満たすこと
▽住宅に困窮していることが明らかなこと
▽市税等を滞納していないこと
【敷金】　家賃の３ヵ月分（退去時までの預り金）
【受付期間】　第１回　６月３日（月）～７日（金）
第２回　６月14日（金）～20日（木）　※土日祝日除く
【申込み先】　都市計画課（森）／生活課（鷹）／合川
総合窓口センター／阿仁総合窓口センター
　※第２回の募集住戸については、６月12日以降に
　お問い合わせください

市営住宅
入居者募集

【現地案内の日時】　第１回６月４日（火）又は５日
（水）／第２回６月17日（月）又は18日（火）
※ご希望の方は希望日の前日までに電話等でお申込いた
だき、当日は住宅所在地の庁舎ホールにお越し願います

　　都市計画課都市計画住宅係　☎72̶5246問

市有財産の売却

【土地】　北秋田市米内沢字伊勢ノ森41番10
　　　　宅地　341.90㎡
【建物】　木造２階建（昭和61年建築）
　　　　床面積　１階86.39㎡ ２階34.06㎡

■土地建物■土地建物

▽三菱　グレーダ（平成４年式）
▽キャタピラー　ドーザ（平成元年式）
▽ニイガタ　ロータリ除雪車（昭和62年式）

■入札参加受付■入札参加受付
　６月３日（月）から６月21日（金）　
　８時30分から17時15分（土日を除く）

■入札日■入札日
　日時　６月26日（水）　10時～
　場所　北秋田市役所３階大会議室

■車両■車両

一般競争入札で
売却します

北秋田市職員採用試験

試験区分

大学卒　一般行政
【受験資格】　１）昭和59年４月２日から平成４年
４月１日までに生れた者　
２）平成４年４月２日以降に生まれた者で、大学卒
または平成26年３月卒業見込みの者
【住所要件】　採用後、北秋田市に居住できる者
【採用予定人員】　一般行政　４人から６人程度

一次試験日程

期日　７月28日（日）　時間　９：00～（受付開始）
／９：50～（試験説明）／10：00～12：00（教養試験）
試験会場　ノースアジア大学
問題形式　【教養試験】５枝択一式（40問）

受験案内書・申込用紙配布

配布期間　６月３日（月）～６月28日（金）
受付期間　６月12日（水）～６月28日（金）
　　　　　平日　午前８時30分～午後５時
　　　　　※郵送での申込みは６月28日（金）必着
配布・受付場所　北秋田市役所総務部総務課
※申込み用紙を郵送で請求する場合
　封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書
きし、簡易書留で郵送してください。また、郵送宛
先を明記して、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４サイズ）を同封してください。

お問い合わせ先

〒018‐3392　北秋田市花園町19‐1
北秋田市総務部総務課総務係　☎0186‐62‐1111

○計量器　　○検査手数料（現金）

　計量法の規定により、取引及び証明に使用し
ている特定計量器の定期検査が、次のとおり実
施されますので必ず受験してください。

特定計量器の定期検査が実施されます特定計量器の定期検査が実施されます

〈合川地区〉　６月26日（水）14：00 ～ 16：00
　　　　　　合川体育館
〈鷹巣地区〉　６月27日（木）10：00 ～ 15：30
　　　　　　鷹巣体育館

【検査日程】

〈阿仁地区〉　６月25日（火）13：30 ～ 15：30
　　　　　　阿仁山村開発センター
〈森吉地区〉　６月26日（水）９：30～ 11：30
　　　　　　森吉総合スポーツセンター

【検査当日持参するもの】

※この検査を受けないと50万円以下の罰金に処
される場合もありますので、該当する方は必ず
検査を受けてください

　　商工観光課商工労働係　☎72̶3112

※高校卒一般行政及び消防吏員については、別途

募集の告知をします
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